
地方の元気再生事業の取組について 

１ テーマ 

幻の都・恭仁京と名宝加茂の三塔を活かした民学官による 

観光まちづくりプロジェクト 

 

 

２ 事業概要 

（１）事業の目的等 

  ○目的（事業のねらい） 

   ・本市の歴史的文化的遺産等の地域資源・観光資源の再発見、情報発信機能を充実させ、

地域公共交通に観光要素を加味することにより、利便性の高いバスシステムに転換し、

地域の活性化・再生を図る。 

 

  ○対象地域 

   ・木津川市域（本年度における主たる対象地域については、加茂地域とする。） 

 

 

（２）事業の内容 

  ○バスシステムの転換による地域再生事業 

   ・観光と連携させたバスシステムの構築の検討 

・コミュニティバス社会実験（準備経費、実験効果分析等を含む。） 

 

  ○観光資源発掘事業 

   ・観光資源の再発見と地域の魅力を伝えるプレゼンテーション戦略等の検討 

   ・観光パンフレット等の作成 

 

  ○観光情報の発信力向上事業 

   ・歴史的文化的遺産を素材と公共交通を連携させた情報サイト(ホームページ又はブログ) 

の立上げ 

   ・歴史的文化的遺産のデータベース化 

 

 

（３）概算事業費 

項   目 概算事業費 

バスシステムの転換による地域再生事業 １２百万円  

観光資源発掘事業 ３百万円  

観光情報の発信力向上事業 ８百万円  

計 ２３百万円  

   ※補助率…10/10 

   ※各事業の取組内容の具体化により、事業間での事業費の増減等が生じる場合があります、 

Ｎｏ.４ 



３ 今後の進め方について 

（１）事業の流れ 

   ５月１５日      事業応募（提案書提出） 

   ７月１１日      選定通知（事業採択） 

   ７月下旬       予算移替（内閣府地域活性化推進担当室→近畿運輸局） 

   ８月中・下旬     契約締結（近畿運輸局⇔実施主体） 

   ８月下旬・９月上旬  事業実施・着手 

   ３月末        事業完了・報告 

 

 

（２）当面の作業 

   ・近畿運輸局との契約の相手方（事業の実施主体）の調整、予算措置及び契約 

   ・分科会の設置（本日提案） 

 

 

４ 地方の元気再生事業について（参考） 

（１）事業制度の概要 

・持続可能な地方再生の取組を抜本的に進めるため、地域住民や団体の発意を受け、地域

主体の様々な取組を立ち上がり段階から包括的・総合的に支援する。 

   ・平成 20年度創設（平成 20年度から 3ヶ年を予定） 

   ・事業を選定後、内閣府地域活性化推進担当室から、提案内容に最も関係する省庁に予算

を差し替えた上で、関係省庁と提案団体との委託契約による調査として実施する。 

   ・調査実施後に取組の成果を検証する評価を実施、継続して事業を行う場合には、2年目

の継続の適否を判断する。 

 

（２）全国の採択状況    

 全国 うち近畿ブロック（京都府内） 

応募総数 １，１８６件  １２８件      

採択総数 １２０件  １１件（２件）  

 

 

以  上。   


